
 令和４年１１月２日（水）徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校に

裁判員制度説明「出前講義」にお邪魔しましたニャン！ 

 

 令和５年から裁判員になれる年齢が１８歳まで引き下げ

られたことにより、令和４、５年度期間限定の「高校生を対象と

した出前講義」を企画し、本企画申込み第１号、富岡東高校羽ノ

浦校１年生の社会の授業にお邪魔しました。 

  

 今回の出前講義は、１年生約４０名の社会（公共）の

授業の１コマ（５０分）にお邪魔させていただきました

が、テーマが裁判員制度ということで、１年生の隣の教

室に、２年生の生徒も集まっていただき、Ｚｏｏｍを通して、受

講していただきました。 
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１『裁判員制度説明』の様子 

 

  

 

 

 

 

 

パワーポイントを使って、裁判員制度の説明をさせていただき

ました。「この制度は、選挙権のある１８歳以上の国民の中から、

選ばれた６人の裁判員と、３人の裁判官が１つのチームとなって、

重大な刑事事件の裁判を行います。令和４年の１１月中旬ころ、

裁判員候補者名簿に記載された方へ、最高裁判所から通知書が郵

送されます。この通知を受けた方は、令和５年の１年間裁判員に

選ばれる可能性があります。早い方は、高校生で裁判員に選ばれ

る可能性があり、「ハイスクール裁判員誕生！」となるかもしれま

せん。皆さんも近い将来裁判員に選ばれたら、積極的に参加して

ください。」など説明をさせていただきました。生徒の皆さんは、

画面を見ながら、またメモをとりながら、真剣に話を聴いてくだ

さいました。 

 

 

 

 

 

 

裁判員制度説明に続き、裁判員裁判を担当する裁判官への質疑

応答が行われました。 



２ 裁判官との質疑応答の様子 

  

初めに、髙橋裁判官が、裁判官

の立場から、制度についての説明

や、裁判官としてのこれまでの経

歴 等 の 説 明 が あ り ま し た 。

 

 

     

「裁判員制度は、法律の専門家でない国民の皆様の、様々な意

見を裁判に採り入れることができる素晴らしい制度」と、裁判

官ならではの話に真剣に耳を傾ける生徒さんの表情が印象的

でした。 

 

☆生徒さんからの質問★ 

●一番長かった裁判は？ 



 令和４年１１月７日から始まる裁判員裁判が一番長くなる見込みで

す。１２月中旬頃まで裁判があり、マスコミ等で報道もされるかもしれ

ません。 

●これまで行った裁判で、不思議だった裁判は？ 

 娘さんが、母親を殺害した事件です。色々複雑な事情があったのです

が、なぜ、娘さんは母親を殺さねばならなかったのかなど、いまだに不

思議な事件でした。 

●「職権を発動します。」で、職権を発動したことはありますか。 

  あるドラマで、裁判官が、「職権を発動します。」というシーンがあり

ます。職権を発動した事件はほとんどありませんが、１件だけ知って

います。その時は、交通死亡事故の事件で、実況見分を行ったのです

が、道路を封鎖して行いました。 

●裁判員裁判は、刑事事件だけですか？ 

 刑事事件だけです。 

民事事件などにも裁判員制度を導入しようと言う意見もあったよう 

ですが、そうすると事件数が増えて、国民の皆様の負担があまりにも 

大きくなるということで、重大な刑事事件にだけ適用することとなり

ました。 

●木槌はあるのですか？ 

 木槌はありません。木槌がある国もあると聞いていますが、日本では

ありません。ちなみに、裁判官が着ている黒い服「法服」と言いますが、

あれは、なぜ黒いかというと、「公正、公平な裁判をするために何色に

も染まらない。色々な圧力などを受けない。裁判官は、良心と法律によ

ってのみ、拘束される。」ということを現わしているんですよ。 

●裁判をするのにどれくらい費用がかかりますか。 

 裁判には、民事事件などもあって、民事事件の場合、弁護士を頼んだ  

りすると、申立手数料以外のお金がかかります。刑事事件の場合も自分

の権利を守るために弁護士を付けることができますが、お金や資力の



ない被告人のために国が弁護士を付ける「国選弁護人」の制度もありま

す。その場合は最終的に、被告人の資力等をみて、費用を負担させるか 

を決めることになります。 

●これまでで、一番重い判決はどのような判決でしたか。 

 それは「無期懲役」です。強盗殺人事件の判決でした。強盗殺人は、

非常に重い罪で、法律上、死刑か無期懲役にすると定められています。 

  ●裁判員になるのには、今日の説明を聴いても、色々難しいこともあ 

ると思うのですが。 

 そうですよね。色々不安もあると思います。ただ、裁判所は、国民

の皆様の様々な経験や考え方を求めています。難しいことも裁判官な

どが丁寧に説明しますので、どうか安心して参加していただけたらと

思っています。 

 

 

 質問に答える裁判官     １年生からの質問 



 

 

 

鋭い質問に答える裁判官   ２年生からの質問  

 １年生からの質問 

回答に熱のこもる裁判官 

 



     別室で講義に参加する２年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間ギリギリまで 

質問に答える裁判官       ２年生からの質問 

 



 


